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【紹介】

本稿は，Yeheskel Hasenfeld編『Human
Services as Complex Organizations』（Sage
Publication，２００９年）に掲載されたYeheskel
Hasenfeld 著「The Attributes of Human
Service Organizations」（pp．９�３２）を翻訳
したものである。

ハッセンフェルド教授の紹介については，

前号にしているので，そちらを参照していた

だきたい。また，前号に対人サービスの中核

となるハッセンフェルド教授の「ワーカー＝

クライエント関係」の論考の翻訳も掲載して

いるので，合わせて参照していただきたい。

本稿は，対人サービス組織の特性について

分析をしたものである。その特徴とは，（１）

人そのものを対象としていること，そのため

に，（２）道徳的判断が常に付きまとうこと，

（３）組織を取り巻く環境に大きく依存して

いること，そこから，（４）どのような対人サー

ビス技術を利用するのかが規定されること，

（５）サービスの提供において，クライエン

ト＝ワーカー関係が中核となること，その関

係において（６）感情労働を伴うこと，（７）

ジェンダーに規定されていること，である。

このような対人サービス組織の特性をきち

んと把握した上で，対人サービス提供のあり

方を検討する必要があるだろう。また，これ

らの分析の視点は，実際の福祉サービス組織

を分析する重要な視点にもなることは言うま

でもない。この翻訳が対人サービス組織の研

究に少しでも貢献できればと考えている。

なお，対人サービスは本来的には，福祉サー

ビスのみならず，教育や雇用，司法等の分野

も含む大きな概念である。当初，「福祉サー

ビス組織」と翻訳する予定であったが，福祉

以外の分野も含む概念だということを踏まえ

て，「対人サービス組織」と訳した。

また，訳者による注記は【 】で記している。

本研究は，科研費（２０１１年度：課題番号

２３５００７４７）の助成を受けて実施しました。感

謝申し上げます。

【翻訳】

対人サービス組織の特性

イースケル・ハッセンフェルド

対人サービス組織の謎

学校，病院，福祉サービス機関のような対

人サービス組織（Human Service Organiza-
tion）は人々の生活のなかで重要な役割を果
たしている。個人や家族は自らの福利（Well�
being）を高め，維持し，守るために対人サー
ビス組織に大きく頼っている。ライフサイク

ルを通じて変化するニーズに合わせて，保育，
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医療，教育，雇用，精神保健，ホームヘルプ

など，ニーズに適切に見合うように専門化し

た多くの対人サービス組織のサービスを求め

る。しかし，生活困難にある時，また対人サー

ビス組織のサービスを求めている時，人々は

決してそれらが得られると確信を持っている

わけではない。それは，人々とそれらの組織

の職員との出会い（encounter）の性質に大
きく依存している。一方で，これらの出会い

は，一般的には，学校への入学や職業訓練プ

ログラムへの登録のような個人の変化や，病

気，心理的苦痛のように個人が弱った状態を

示している。これらの出会いは，非常に個人

的で敏感な情報を人目に触れることを必要と

する。しかし，職員にとっては，これらの出

会いはいつものきまりきった仕事，つまり，

組織の「通常」（normal）の仕事の一部とし
て見られている。それゆえ，対人サービス・

ワーカーの対応の仕方は，サービスを求めて

いる人の個人的な状況やニーズについての感

受性や理解の程度によって異なる。当然のこ

とながら，そのような出会いで人々が持つ経

験については，非常に好意的なものから非常

に否定的なものまで，その範囲は非常に多様

である。人々の経験についての配慮や対応の

程度は，対人サービス組織によってだけでな

く，同じ組織の中においても，かなりの違い

がある。そのため，他人の経験は別の人がど

う経験するのかについて参考にならない。言

い換えれば，ある人が対人サービス・ワーカー

とやり取りしたときに，期待できることや経

験することについて，内在する不確かさと不

安があるということである。さらに，一般の

人々にとって，対人サービス組織はケア社会

（the caring society），つまり，市民の福祉
や福利に対する社会の義務を表明するシンボ

ルとして見られている。同時に，これらの組

織はしばしば官僚主義的で，硬直し，押し付

けがましく，管理的で，非効率かつ無駄が多

いともしばしば見られている。例えば，公立

学校，特に貧困地域の公立学校は失敗してい

るという意識が高まっている（Boyd，２０００）。
同様に，病院に対する人々の不満が広がって

いる（Donelan，Blendon，Schoen，Davis，
＆ Binns，１９９９）。対人サービスに対する否
定的な態度は，ホームレスや慢性的な精神病，

または福祉受給者のような低く評価された人々

にサービスをする組織には特に厳しい。これ

らの否定的な評価はしばしば組織自身のなか

でも表明される。例えば，公的扶助は貧困家

族に現金給付をするが，「価値のない人々」

（the �undeserving�）の利用を阻止し，労
働倫理を押し付ける（Handler ＆ Hasenfeld，
２００７）。児童福祉機関は家族の再統合に向け

て働いていると期待されているが，同時に危

機にある子どもを家庭から引き離すようにも

圧力がかけられている。学校は教育すること

になっているが，しばしば教育を犠牲にして

子どもに規律を教え込むことにかなりのエネ

ルギーを費やしている。

対人サービス組織は，それらのサービスの

利用者にとって，人のニーズに対するケア・

責任・信頼・対応という価値を具体化するよ

うに期待されている。彼らはたいていそうし

ている。同時に，厳格で時には鈍感な職員に

よってサービスが提供される組織では，理解

のないルールや規制により苦しめられる恐る

べき官僚制をも表している。Gross（１９８６）
は患者がメイヨー・クリニックを利用したときの

描写のなかで，これらの矛盾を記している。

「たとえ奇跡が起こらなくても，少しでも助けに

なることを期待した患者が来ても，無礼に扱われ，

とても期待はずれでショックを受けることになる。

自分のような何十人もの人々が，長いカウンターに

いる白い衣装を着た事務員に自分の名前が呼ばれる

のを，何時間も，何日も待ちながら座っている大き

な待合室にいることに，患者はすぐに気付く。治療

の場としては，そこはとても官僚主義的に思われる。」

（p．１３９）
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Desjarlais（１９９９）は啓発的なケース研究
のなかでホームレス・シェルターに対する精

神病のホームレス女性の矛盾した感情を記し

ている。

「それゆえ，アリスはシェルターに滞在すること

に深い相反感情を持っている。つまり，シェルター

は彼女が路上で感じていたよりも居心地がよく，人々

との交流もあったが，彼女を州精神保健局の権限と

職権の下にも置いていた。「わかるでしょう」ある日

彼女は挨拶に駆けつけて言った。「彼らは私を病院に

押し込み，薬を強制的に飲ませました。彼らは単な

る怪物です。彼らは私を一人にしたくなかったので

しょう。おそらく私を裁判所に連れて行って薬を飲

ませたかったのでしょう。そして彼らは勝つのでしょ

う。」と。「薬はどうしたの？」と私は尋ねた。「彼ら

がしたことは私に食べ物を食べさせただけ。彼らは

おそらく，私の想像上の病気を治療しようとしてい

たのでしょう。」（p．４６８）

現金給付を得る条件として就労準備活動へ

の参加が要件とされている福祉受給者もまた

かなりの相反感情を表わしている。

「職業クラブ（job club）はお金の無駄使い。も

ちろん，それから何も得られなかったとは言いたく

ない。何かを得られたと言いたい。申請書に記入す

るために，私は何をすべきで何をすべきではないの

かを学んだ。それは本当に役に立った。履歴書をど

のように書くのか学んだ。彼らは私のために教えて

くれた。「面接のなかで」私は何を言うべきで，何を

言うべきではないのか。そういうことを学んだ。も

し私の電話番号を書き入れるなら，市外局番をそこ

に書く「べきである」ことを学ぶということ…でも，

それはほんのささいなこと。ほんとに無駄なこと，

それはほとんど何もあなたに教えてくれるものでは

ないから。」（Michalopoulos et al．，２００３，p．５４）

このように，必要な資源を求めて対人サー

ビス組織に頼らなければならない人々は希望

と恐れ，ケアと犠牲，尊厳と虐待の両方を経

験する。別の表現でいうと，人々の生活のな

かで対人サービス組織は広くいきわたってい

るにも関わらず，対人サービス組織は人々に

とって謎のままである。

対人サービス・ワーカーにとって，これら

の組織は困難にある人々の生活の質を改善す

るという自らの義務と献身を反映し，また専

門的及び職業的技術を実践する機会も提供し

ている。組織はワーカーに外的な利益【給与

等】を提供するだけでなく，人々を助けるこ

とから来る内的な報酬【やりがい等】をも提

供している。しかし，ワーカーに専門的・個

人的規範や価値に従ってクライエントにサー

ビスすることを制限したり，クライエントに

サービスするための必要な資源を拒否したり，

過剰にルールや規制を課したり，クライエン

トにサービスするのに最も良い方法だという

考えを軽視したりすることによって，これら

の組織はまた大きな不満の原因にもなってい

る。

例 え ば，Smith and Donovan（２００３；及
び本書の B．Smithも参照）は，次のように
指摘している。児童福祉機関のワーカーは，

「両親にも対応するように，ストレングス・アプ

ローチを使うように，そして変化に向けて両親にも

働きかけるように訓練されているが，ケースワーカー

は，部分的にはケース数や多くの業務が原因となっ

て時間が制約されたり，目標が矛盾したりして，訓

練時に示された実践ガイドラインに基づいた彼らの

能力の発揮を妨害している」（p．５４９）。

対人サービス組織に内在する明らかなこの

不調和をどのように説明できるのか。また，

そのような組織で，人々の多様で矛盾した経

験をどのように説明できるのか。私は，少な

くとも部分的には，これらの組織の独特の特

性に答えがあると提起する。
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「原料」（Raw Material）としての人間

すべての組織は製品を作るためのインプッ

トとして原料を必要とする。人々が組織の

「原料」であるという根本的な事実によって

対人サービス組織は特徴づけられる。これに

関連して「原料」（raw material）という用
語を使うことによって，人の人間らしさを意

識せずに，これらの組織でサービスを利用す

る人々が単に無生物として扱われるという意

味を含めたいわけではない。また，人々に働

きかける職員が思いやりなく働きかけている

という意味をこめているわけではない。むし

ろ，それはこれらの組織の管轄下で人々に働

きかける仕事，つまり人々の個人的特性を変

え，再構築することを目的とした仕事である

という暗喩である。例えば，病院が人々を患

者として認めたとき，彼らの病気を治療する

ために医療職員によって彼らは働きかけられ

るということを意味する。子どもを生徒と認

定することによって，学校は教員に生徒に働

きかける権限を認め，そうして生徒に教育を

受けさせるのである。貧しいシングルマザー

が公的扶助を得るために福祉受給者になった

とき，福祉ワーカーは彼女らを働いて賃金を

稼ぐ人に変える権限を与えられる。組織の原

料として定義づけに人々が従うことが，この

「変化のプロセス」（transformation process）
である。また，それはまさに他の官僚組織と

対人サービス組織が異なるところである。

運ばれ，分類され，カテゴリ分けされる必

要がある他の原料と同様に，対人サービス組

織によりサービスを受ける人々もまた，どの

ように変化させられるのか決める分類，階層

化，カテゴリ化のプロセスを受けることにな

る。例えば，精神保健機関は介入実践を正当

化するために診断ラベルを貼り付けるよう，

「精神疾患の診断・統計の手引き」（Diagnos-
tic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders，fourth edition（DMS�IV））を使って
いる。児童保護サービスは，子どもの性的，

身体的，精神的虐待のリスクを判定し，次い

で組織の対応を示す様々なアセスメントツー

ルを採用している。さらに，生産必要高（pro-
duction requirements）に従って原料がコン
トロールされ，形作られるのと同様に，対人

サービス組織によって扱われる人々は，どの

ような個人の特性が組織と関連するのか，ま

た，彼らにどのような行動が期待されるのか

を限定し，定義づける様々な統制メカニズム

に直面することになる。例えば，医療場面で

は，医師は診断や治療の技術的側面に焦点を

当てることによって，患者が個人的なトラブ

ルを表明するのをいつも決まって制限する

（Waitzkin，１９９１）。言い換えれば，彼らは
「患者」や「クライエント」という組織的に

規定された役割に順応するように期待される

のである。これらの期待に応えられない人々

は，落ち着かせられ，不適当または資格のな

いクライエントとされ，どこか別のところに

送致されるだろう。もちろん，以下で指摘す

るように，本当の原料とは異なり，人々は自

らの経験するプロセスに対して反応し，対応

し，そうすることによって，彼らは組織のな

かで彼らに生じていることに対して影響を与

える。広い意味で，彼らの自己提示やワーカー

への対応を通して，クライエントはワーカー

の日々の決まりきった仕事をどう作りあげる

かに影響を与える。

モラル労働としての対人サービス

原料として人々に働きかけることは，本質

的に「モラル労働」（moral work）であると
いうことである。実際，対人サービス組織の

存在意義は，組織が支持しようとする道徳的

価値によって，人々に働きかけるように導か

れ，またそのような仕事が作られるというこ

とにある。組織がそのクライエントのプライ

ベートな生活にアクセスするために得なけれ

ばならないライセンスは，制度化した道徳的

ルールを遵守することを基礎にして正当化さ
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れている。その道徳的ルールによって，どの

ような方法で，どんな目的で組織が説明し，

働きかけるクライエントがどのような特性で

あるのかを明らかにされる。つまり，道徳的

ルールはそのようなライセンスを認める支配

的な道徳的価値とルールに対する組織の要請

である。

さらに，クライエントのための全ての行動

は，薬を投与すること，給付金の支給，家族

へのカウンセリングのような具体的なサービ

スの形だけでなく，道徳的判断や社会的価値

の表明をも示している。対人サービス・ワー

カーが，自身に何らかの価値が付与された人々

に対して働きかけるとき，ワーカーの行動は

道徳的に中立とは見られない。第一に，まさ

にクライエントにラベル，または診断的カテ

ゴリを貼るという行為は道徳的立場を表して

いる。なぜなら，そのラベルは，クライエン

トの社会的地位や，重要な他者による彼また

は彼女の評価と密接な関係があるからである。

精神保健の専門家が彼らのクライエントに対

して DSM�IVのある診断ラベルに当てはま
るとみなした時，彼らは単に技術的な活動に

従事しただけではない。なぜなら，専門家は

自分たちやクライエントを，彼らが働き，生

活しているより広い社会的文脈，それゆえに

道徳的背景から引き離すことはできないから

である。このような関係で，ラベル付けは，

たいていの場合，否定的な意味合いを伴った

社会的価値の表明を告げることになる。第二

に，クライエントへのワーカーの対応は，形

のある給付や心理的サポート，医療的行為な

ど本質的に少ない資源に関係しており，また

これらは道徳的ラベルを基礎に正当化されて

いる。看護師をモラルの代理人（moral
agents）として研究した Varcoe，Rodney，
and McCormick（２００３）の考察によれば，

「非常に迅速に働き，かつ高い労働負荷のある職

場環境のなかで，【資源】不足というイデオロギーが

広められ，看護師やその他の職員はすばやい判断が

必要とされる。「頼りになる存在」（authentic pres-

ence）になるために必要な時間を欠いているために，

その判断というのは必ずしも患者との信頼関係に基

づいていない。看護師はすばやい判断が求められ，

患者にとって頼りになる存在になるのを制約してい

る状況のなかで，ラベルづけやステレオタイプは患

者を理解する代用の方法となった。こうして，年齢，

階級，人種，能力等に基づいた人々についてのステ

レオタイプの考え方は，医療ケア関係の足掛かり（pur-

chase）となった。」（p．９６６）

同様に，精神科救急室で，患者が危機的な

状態だと認められた時，患者が警察や家族に

よって病院まで運ばれた時，または患者が女

性であった時，医師は措置入院を勧告する傾

向がある（Lincoln，２００６）。明らかに，これ
らの要素は，患者の福利に大きな影響を与え

る道徳的意図を持つものである。また，生徒

を，職業コースまたは大学入学準備コースの

ように，異なったカリキュラム・コースに入

れた時，それらはまた同様に道徳的にもコー

ス分けされたと言える。なぜなら，これらの

コースは生徒のライフ・チャンスに影響を与

えるからである（Lucas，２００１）。別の表現
で言えば，クライエントにとって不可欠な資

源の割り当ては道徳的活動である。なぜなら，

配分ルールの合理性やメリットがどうであっ

ても，あるクライエントは他のクライエント

よりもより価値があると判断されるために，

それは基本的に社会的価値の評価を伴ってい

るからである（Lipsky，１９８０； Prottas，
１９７９）。

第三に，同様に重要なこととして，クライ

エントは自分自身で，必要なサービスを要求

するために，またワーカーと交渉するために，

道徳的・社会的資源を利用している。例えば，

Lutfy and Freese（２００５）は，社会的経済
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的地位の低い糖尿病患者が受けられる治療と，

高い社会的経済的地位にある患者との間には，

患者の寿命に与える大きな格差があることを

発見した。社会的経済的地位がより高い患者

は専門家が職員としており，継続的なケアを

提供し，クリニック内で教育的資源を提供し，

これらを通して糖尿病の管理をより効果的に

できるクリニックにアクセスすることができ

る。一方で，社会的経済的地位の低い患者が

アクセスできるクリニックやサービスは大き

な違いがあった。

これらの異なる結果は，次に，対外的だけ

でなく内面的にも，クライエントの異なった

道徳的価値を認め，再生産される。クライエ

ントはそのラベルの道徳的意味や，個人的評

価について，一定の感覚を呼び起こさせる自

分の自己アイデンティティを反映させたもの

としてワーカーの対応を受け入れなければな

らない。Estroff（１９８１）が示唆したように，
慢性的な精神病への薬の投与は，一般的には

患者のための役割としては不可欠なものと専

門家によって承認されているが，特に患者の

力のなさのような重要な象徴的意味をも持っ

ている。彼女は次のように述べている。

「このようなクライエントの内面への長期の介入

は，治療システムの医療関係者によって正当化され

た権力の行使を表している。これはクライエントに

とっては，他者との関係において自分自身では決め

ることができない，ということを強調することにな

る。」（p．１１６）

傷つきやすい，力のないクライエントは，

彼らが求めているサービスを提供している組

織によって，より大きな道徳的価値の切り下

げを経験しがちであるだけでなく，それらを

内面化しやすくもなる。こうして，彼ら自身

どうしようもなく，力もないという感覚を強

いられるのである。Seccombe，James，and
Walters（１９９８）が指摘したように，例えば，

福祉受給者は福祉ワーカーによって彼らの価

値が下げられているという自覚がかなりある。

しかし，自らを例外だと思うことによってス

テレオタイプから自分自身の衝撃を和らげよ

うとする一方で，彼らはこれらの否定的なス

テレオタイプを他の福祉受給者に適用するこ

とを承認する傾向がある。多くの福祉受給者

は，自らコントロールできない状況が，福祉

を避けることができないという運命論のよう

な感覚を表明している（Seccombe et al．，
１９９８，p．８６０）。結果として，価値を下げら
れたクライエントは，彼らを侮辱し，またそ

れを黙認することによって侮辱を強化してい

る，まさにその政策に影響を与えるために，

抗議または集団行動を通して，「訴える」

（Voice）の選択肢を行使することはほとん
どない。

当然のことながら，私たちの関心は組織が

提供している実際のサービスにあるために，

対人サービス組織がモラルワークに従事して

いるという事実は強調されない傾向にある。

さらに，これらの道徳的選択は明確にされる

ことはめったにない。それらは組織の決まり

きった仕事に組み込まれているために，ワー

カーの態度や行動をコントロールする「見え

ざる手」（invisible hand）の一部となってい
る。しかし，私はクライエントが獲得するサー

ビスを決定し，正当化することは道徳的決定

であると主張したい。病院の救急サービスに

ついての古典的な研究をした Roth（１９７２）
は，患者に対する医療職員の対応は，職員ら

の社会的価値の認識に大きく影響されている

こと（例えば，より若い患者はより高齢な患

者よりも価値がある），誰がより価値のある

患者であるかについての前提（例えば，酔っ

払いは価値がない），彼らが関心を持ってい

ることは彼らの役割の必要性を正当化するこ

と（例えば，救急小児科医は喉の痛みや鼻水

のケースについて不満を言う）を示している。

福祉部のインテークワーカーもクライエント
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の「ニード」の道徳的理解に従って仕事をし

ている。Prottas（１９７９）によって指摘され
たように，申請者が特別な食事が必要な病気

の子どもを抱えている時，または申請者に寝

場所がない場合，ワーカーは明らかに印象付

けられる。

「しかし，そのニーズは広く同じようなものであっ

たとき，その他の種類のニーズがあれば申請者が受

ける個人的な注目が幾分か影響を与えることになる。

これらの大雑把なニーズの比較におけるケースの差

異は，申請者がワーカーの助けを当然のものとして

受けるのではなく，恩恵として受けるために，彼女

自身の関心や好みに配慮しないことを反映してい

る。・・・これらの特徴を持つ申請者は一般的にイ

ンテークワーカーから同情的なヒアリングや良い質

の情報，そして少しでも追加的な尽力を得られるこ

とを期待する。」（p．３９）

「価値のある」者として理解されることは，

官僚的迷路を通して脇へ追いやられることな

く，すぐに支援が受けられることを意味して

いる。

同様に，モラルワークが見えないというこ

とは，その申請を導く基本的な道徳的前提を

覆い隠すサービス技術によって強化される。

多くの対人サービス・ワーカーが使える専門

用語や分類システムの中に覆い隠されること

によって，クライエントの資源へのアクセス

についての資格決定（eligibility），問題やニー
ズの明確化（診断 diagnosis），望ましい結果
（予後診断 prognosis），一連の行動（治療
treatment）は，技術的合理性によって導か
れていると説明される。しかし，Burr（２００３）
によって指摘されたように，

「『病気』の存在が明確に構築されるという機会を

受け入れることによって，その人が病気であるかど

うかについて容易に判断することができるようにな

るということを意味していない。つまり，病気は心

理的な問題ではないということであり，それは社会

的な問題である。…私たちの多くの判断は，私たち

のいつもの活動を実行する能力を取り囲んでいる文

化的な規定や規範，価値に基づいているのである。」

（p．３７）

つまり，これらの全ての決定は，「組織化

原理を構成し，構成するのに組織や個人に利

用可能な－一連の具体的な実践と象徴的構造

物である－制度的な論理によって社会的に構

築され正当化された知識，象徴，実践に基づ

いているのである」（Friedland ＆ Alford，
１９９１，p．２４８； Thornton ＆ Ocasio，１９９９）。
このような論理は，対人サービス・ワーカー

が彼らの仕事を組織化し，作り上げること，

そうして制度的論理を再生することによって，

道徳的前提や道徳的実践を認めている。この

文脈で，組織またはそのワーカーも，別の道

徳的前提や道徳的実践を追及することを選択

することによって既存の制度的論理に挑戦し，

道徳的改革者（moral entrepreneurs）にな
ることができる。組織はその実践においてそ

の論理を無視したり，反抗したり，操作する

かもしれないし（Oliver，１９９１），または，
ワーカーが実践において自らの道徳的価値を

組み込むかもしれない（Hasenfeld ＆
Weaver，１９９６）。

制度的環境の重要性

対人サービス組織がモラルワークに従事し

ていることを認識することは，組織がするこ

との正当性を継続的に求め，維持しなければ

ならないことを示唆している。組織の環境の

中で制度化された道徳システムを引き合いに

出すことによって，組織はそうするのである。

つまり，組織は，立法機関，政府の官僚，監
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督官庁，専門家組織，その他の対人サービス

組織，様々な市民組織や政治組織，そしてク

ライエントのような重要な聴衆とうまく共振

する道徳システムと文化的枠組みを採用し，

支持するのである（Scott，２００８）。この意味
で，対人サービス組織は「制度化された組織」

（institutionalized organizations）である。
つまり，組織の拡大や生き残りは，仕事につ

いての技術の上達ではなく，支配的な文化的

シンボルや信念体系，つまり，制度的ルール

と調和することに依存している（Meyer ＆
Rowan，１９７７）。対人サービス組織にとって，
これらの制度的ルールの第一の源は一般的に

は国と専門家である。国の政策や規制に従う

ことは，その組織の存在のための法的根拠と，

公的資金を獲得する必要条件を提供する。そ

して，専門家は組織によって利用されるサー

ビス技術を承認させる。

このように，対人サービス組織は正当性を

示すために制度環境にかなり依存している。

しかし，文化的に多元的な社会では制度環境

は，均一のものではなく，かつ大きく揺れ動

いている。それは矛盾した価値や規範を支持

する様々なグループによって構成される。国

や専門家の主導権にも関わらず，それらも競

合するイデオロギーを具体化し，不安定さと

変化をもたらしている。民族の多様化，人口

の高齢化，女性の労働力参加，新しい技術の

導入のような社会的圧力は全て，制度環境に

おける揺れ動きを促進する規範の表れである。

結果として，対人サービス組織はしばしば様々

なかつ矛盾した制度論理に出くわすことにな

る。一方で，これらの異なった論理は組織に

自分たちのイデオロギーにより一致した論理，

また自分たちの特定の環境に適応した論理を

選択する機会を与える。しかし，そのような

選択は組織が直面する，別の論理を支持する

組織との挑戦や対立，競争というような犠牲

を付随させることになる。加えて，組織はま

た新しく普及してきている道徳的システムに

適応しなければならない。昨日人々を支援す

るのに受け入れられていたと考えられた方法

は，本日急に受け入れられなくなっているか

もしれない。例えば，ゲイやレズビアンのカッ

プルは里親や養父母には向いていないと道徳

的に教えられていたことが，いまでは厳しく

問題にされ，医療技術の発展は末期症状の命

を長らえさせることについて医療専門家に道

徳的ジレンマをもたらしている。

混乱する制度環境のなかで対処することは，

対人サービス組織が自らの正当性を当然のこ

とと考えることができないということを意味

する。例えば，福祉部は断続的な法改正を経

験しているが，これは貧困にあるシングルマ

ザーについて，誰が公的扶助の「価値がある」

のか，またどのような条件なのか再定義する

ことによって，道徳的前提が変化しているこ

とを反映している。そして，これらの新しい

制度ルールは，福祉部の構造と手続きによっ

て表現される（Hasenfeld，２０００）。対人サー
ビス組織が自らそこにあると考えている「慢

性的な危機」（chronic crisis）の状態はしば
しば財政的不安定さに原因があるとされる。

これらは実際のことではあるが，概してほと

んどの対人サービス組織は毎年の財政レベル

は比較的小さな変動しか経験していない

（Grónbjerg，１９９３）。むしろ，その危機は，
資源を求めることを正当化し，危機であると

いう雰囲気を作りだす正当性を強化し，組織

の使命と変化し矛盾する制度的論理とを調和

させることを定期的に再確認しなければなら

ない。例えば，非営利の対人サービス組織は

変化する制度環境，特に企業マネジメント技

術の効率性や優秀さの重要性を強調する新公

共管理（New Public Management： NPM）
の資金提供団体により導入された制度環境，

に直面している。その新しい制度論理は，

Frumkin ＆ Andre�Clark（２０００）の用語で
ある「NPO活動の表出機能－NPOは人々に
社会的な目的や価値に貢献する機会を与える
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という機能」，とぶつかり合う（p．１４２）。
実際，対人サービス組織の特徴の一つは，

定期的に正当性の危機を経験することである。

組織は地域精神保健運動のような道徳的改革

精神の反応として設立されるかもしれない。

組織がサービスシステムを通して新しい道徳

的システムを制度化し，それが次第に当然の

ことと考えられるようになって，その問題に

ついての社会意識は目立たなくなってしまう

かもしれない。慢性的精神病患者が地域に入

り込んだ成功例がほとんどないとき，特に社

会問題が解決されていないという失望があっ

たとき，組織はその正当性が侵食され始めて

いることに気づくかもしれない（Hirschman，
１９８２； Zucker，１９８８）。さらに，ホームレ
スの慢性精神病者が増えているというような

環境の変化は社会問題についての新しい見方

を投じ，組織の正当性に挑戦するような競合

する道徳システムをもたらすかもしれない。

正当性の危機は，例えば，慢性的精神病者の

ためのコミュニティ基盤型ケアという見識の

問いから生じる（Johnson，１９９０を参照）。
組織は，道徳的改革精神を新たにすることや，

そのサービスを導く道徳システムの再調整に

よってその正当性を強化するように強いられ

る。いったん，危機を乗り越えられたら，そ

のサイクルは繰り返されなければならなくな

る。

道徳的改革精神は，クライエントや提供す

るサービスの道徳的カテゴリ化を通して公共

的な認識に影響を与えようとしている対人サー

ビス組織にとっては共通してみられることで

ある（Hasenfeld ＆ Gidron，２００５）。例えば，
レイプ危機センターはレイプ被害に対する法

執行機関や病院に大きな影響を与えている

（Martin，２００５）。Cress ＆ Show（２０００）
はホームレスのためのアドボカシー活動をし

ている社会運動組織がホームレスの社会権を

どのようにして獲得するのに成功をしたのか

を示している（例えば，投票権，通学権，福

祉を得る権利，そして警察による差別的な行

為から守られる権利）。それは部分的には，

例えば，子ども自身には過ちはないから子ど

もは学校に通学できるようにすべきであると

いうように，支配的な道徳的信念に対してう

まく共感が及ぶように問題を形成する方法に

よって成功している。

しかしながら，道徳的改革精神もクライエ

ントとの毎日のかかわりを通して生まれてい

るものである。例えば，看護師は，公式の規

範とはかなり異なった形で誰が「良い」患者

か，誰が「従順な」（compliant）患者か，自
らの考えを作り出しているため，「道徳的機

関」（moral agents）としてみられている。
しかし，看護師ら自身の考えは患者との関係

に影響を与えている（Varcoe et al．，２００３）。
よ り 一 般 的 に は，Maynard�Moody ＆
Musheno（２００３）が指摘しているように，
警察官や教員，カウンセラーは，命じられた

ものでもなく，彼らの公式の「国の機関」

（state agent）の役割と矛盾することさえ
ある，道徳的決定をすることによって，クラ

イエントに対応するなかで，通常，道徳的機

関として行動している。

対人サービス技術の制度的基盤

高度に制度化された環境のなかでは，モラ

ルワークは，対人サービス組織に社会的に承

認され，認められた技術を選択するように要

求する。これらの技術は，何が人々にとって

望ましく，受け入れられるものなのかという

支配的な文化的信念と調和しなければならな

い。したがって，サービス技術を選択する組

織の能力は，単に利用可能な技術のレパート

リーによって制約されるだけではなく（例え

ば，技術的環境），監督官庁，資金提供団体，

その他の対人サービス組織，学術団体及び調

査団，そして専門職団体のような，重要な制

度的行為者によって保証された「承認された

実践」（the sanctioned practice）（つまり，
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制度的論理）にも大きく制約されるのである。

技術環境と制度環境には明らかにかなりの

相互作用がある。技術革新や技術開発は既存

の制度ルールに挑戦し，修正する一方で，制

度ルールと実行機関（enforce agency）は対
人サービス組織が利用する技術を定義し，制

約する。制度的環境におけるより大きな正当

性を獲得するために，技術の重要性は増して

いる。組織は，単にそれ自体交渉プロセスで

もある有効性（efficacy）を示すためだけで
なく，技術のメリットや利益を強化する言説

や知識，文化的象徴に影響を与える政治的に

強力な利益団体によって組織が支持されるた

めに，技術に重きをおくのである。例えば，

Maguire（２００２）は，通常は食料薬剤局（the
Food and Drug Administration：FDA）
には受け入れられない基準であるが，医師の

コミュニティ・ネットワークによって「例外

的使用」（compassionate use）や臨床使用に
基づいて実験的薬剤の承認を得るために組織

化したエイズ患者団体（Patients with
AIDS： PWA）やその権利擁護者の決定的
な重要性を指摘している。PWAやアドボカ
シー団体（例えば，【エイズ患者の権利擁護

をしている】ACT�UP），医師，そして臨床
調査者の全体的なネットワークは，彼らの政

治力や文化的資源を利用して，その制度ルー

ルを廃止し，薬剤の効果の証拠を考慮する新

しい言説を受け入れるように，食料薬剤局

（FDA）に圧力をかけた（本書のMeyerの
章も参照）。

専門家支配により，その実践者が専門家と

しての価値と排他性を守り高めることでサー

ビス技術を正当化することができる。慢性的

精神病を治療するために向精神薬を使用する

ことは治療の支配的方法となってきた。なぜ

なら向精神薬は，精神科医によって採用され

ている効果の主たる基準である臨床的再発

（clinical relapse）を減らすと見られている
からである。医療モデルによって支配された

技術は重要な問題だと認識はされてはいるが，

患者の生活の質，「副作用」の影響，社会療

法の代替利用，そして患者自身の薬に対する

感情は，社会的確証ではたとえ取るに足りな

いものではないにしても，２番目に重要だと

考えられているにすぎない（Estroff，１９８１）。
同 様 に，Heritage and Lindstrom（１９９８）
は，初めて母親に訪問する地域看護師は，母

親の能力（competence）について疑問が生
じ，看護師は何が適切な実践かを考えるよう

に強いられてきている一方で，看護師は「赤

ちゃんの専門家」であると主張して母親と話

をすることを示している。

サービス技術を採用する際の文化的価値や

政治力，そして官僚的惰性の重要性は，「貧

困家族一時扶助」（Temporary Assistance for
Needy Families：TANF）として知られる
福祉改革法の実施における「就労第一」（Work
First）の支配力から理解できる。「就労第一」
のための標準的な内容や順序付けがある。受

給者はオリエンテーションに参加し，個別の

職探しのプロセスに入る前に，職業クラブに

一定期間参加しなければならない。仕事を見

つけることができなかった受給者は，一般的

には，可能であれば，補習教育や時間制限の

ある職業教育を受けて，再び同じコースを繰

り返さなければならない。「就労第一」は支

配的なサービス技術になった。なぜなら，そ

れは福祉受給者は労働倫理を欠いており，福

祉に依存したがっているという神話を支持し

ているからである。就労第一は，仕事を見つ

けるには，仕事のための準備ではなく，モティ

ベーションが必要だということを確信して，

受給者を職業クラブや職探しに送り出すとい

う儀式を採用している。それは価値あるもの

としてすぐに利用可能な「労働テスト」（work
test）を提供することによって，福祉部の
資格条件文化と適合している。職探しに失敗

した申請者や受給者は現金扶助の価値のない

者になるのである。サービス技術は容易にお

北 星 論 集（社） 第４９号

― 202 ―



決まりの仕事になる。受給者に職探しをさせ

ることは，個別的な実践をほとんど求めない

し，また複雑な雇用サービスの実践を必要と

しない。「就労第一」サービスの技術は，遵

守させるために，制裁措置や制裁の脅しに頼っ

ている。それはワーカーとクライエントの広

範な関係づくりの必要性を妨げる。同時に，

それはケースマネジャーにかなりの裁量を与

える。最後に，「就労第一」は，ケースマネ

ジメントの専門性をほとんど要求しないので，

相対的に安上がりであり，申請を阻止し，

【福祉からの】退出をせきたてることになる

（Handler ＆ Hasenfeld，２００７）。

実践における対人サービス技術：不確実性の

管理

多くの対人サービス技術の重要な特徴は，

不確実性である。つまり，一般的に，技術適

用の成果に対する確実性と予測可能性を欠い

ていることである。実験や臨床試験を通して

因果関係が説明される一方で，これらの介入

モデルは，文化的・政治的・経済的・人口統

計学的要因を含む環境の多様性を説明されえ

ず，概して実態には当てはまらない。このよ

うに，いったん技術が実践に取り入れらると，

多くの背景的要因が（治療効果（treatment
efficacy）と有効性（effectiveness）の違い
において）その期待される成果を損なうべく

介入するだろう（Nathan，Stuart，＆ Dolan，
２０００）。先に述べたように，制度的レベルで

は，競合するサービス技術は，支配的な価値

や規範，ルールに訴えることによって，しば

しば正当化される。組織レベルでは，資源の

制約，重要な利害関係者からの矛盾する要求，

職員の質，モニタリングや報酬の内部システ

ムは，いかに技術が実際に実施されるかに影

響を与えやすい（本書の B．Smithの章を参
照）。ワーカーのレベルでは，個人の信条や

知識，専門性，経験，労働条件がいかにそれ

ぞれのワーカーが技術を採用し，それを彼／

彼女の仕事の文脈で適用するかに影響を与え

ている。クライエントのレベルでは，介入が

標的とした【クライエントの】特性は人によっ

て異なり，またその特性はその他の特性とも

複雑に絡み合い，容易にそれだけを独立して

取り出したり，コントロールすることはでき

ない（Hasenfeld，１９８３）。
技術的不確実性に直面して，対人サービス

組織やそのワーカーはクライエントの特性や

どのようにクライエントにサービスを提供す

るのか，既知の知識について前提を作るのに

かなりの裁量を持っている。上記で述べたよ

うに，彼らの環境に支配的な制度論理を考慮

することによって，また，その制度論理と自

らの組織的，専門的，個人的な関心，ニーズ

とをバランスさせることによって，彼らは裁

量を行使している。クライエントの特性につ

いて，またその既知の知識と技術的ノウハウ

について，組織が作った前提は，その実践的

イデオロギーを構成する。例えば，エゴ・心

理的アプローチと認知行動アプローチという

２つの広まっているソーシャルワーク介入技

術を考えてみよう。それらははっきりと異なっ

た実践イデオロギーに基づいている。Turner
（１９９５）によれば，エゴ・心理的ソーシャル

ワークは，次のことを前提としている。（a）
エゴの発達は学習と成熟のプロセスである，

（b）エゴの強化は本能的なエネルギーの適
応を示している，（c）人は自立に向けて努力
し，また理性的である，（d）人は対処能力
や統合的な能力を広げることによって変える

ことができる，（e）セラピーの焦点はエゴの
機能と自己防衛である，（f）ソーシャルワー
カーの役割はサポート，明確化，感情の表出，

洞察力を提供することである。認知・行動セ

ラピーは次のことを前提としている。（a）思
考は行動を形作る，（b）個人は理性的に動
機付けられ，自己実現に向けて努力する，（c）
人の本質は良くも悪くもなく，どの方向にも

教えることができる，（d）人はとても理性
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的であり，認識を再編することによって人は

変わることができる，（e）セラピーの焦点は
教え，思慮深く考えることである，（f）ソー
シャルワーカーの役割は認知上の矛盾を指摘

することであり，現実的な検討をすることで

ある。それぞれの実践イデオロギーが，同様

の心理的ニーズを持った人々に対してなんと

も非常に異なったサービス技術を成立させる

のかを，容易に推測することができよう。

同様に，介護についての異なった実践イデ

オロギーは，はっきりと異なった実践をもた

らす。いくつかのナーシングホームでは，職

員が入居者は全て似たような者であると推測

し，共通の身体的ニーズに大きく焦点を当て

る傾向にある。その技術は，入居者の毎日の

生活を管理することが標準化された決まりきっ

た仕事として，非常に管理的になってきてい

る。その他の施設では，対照的に，入居者間

の差異をよりよく認め，尊重し，入居者の心

理的ニーズをうまく認識している。技術はよ

り複雑になり，標準化された毎日の管理手続

きと個別化された手続きが混在した治療を志

向している（Shield，１９８８）。
組織的実践の論拠を提供し，次いでイデオ

ロギーの正当性を追認するという意味で，実

践イデオロギーは自ら具体化するものである。

例えば，児童福祉ワーカーは措置決定やサー

ビス決定の多くは，ワーカーが管理している

アセスメント手段に基づいてではなく，子ど

ものジェンダーや年齢，より重要なラベル

（例えば，「性的に虐待された」「薬物依存」）

に基づく傾向にあるということを調査は示し

ている（Martin，Peters，＆ Glisson，１９９８）。
アセスメント結果を無視することによって，

サービス決定や措置決定は彼らの決定を正当

化するまさにその実践イデオロギーを具体化

している。

最後に，対人サービス組織における効果測

定も，実践イデオロギーに組み込まれている

道徳的選択に陰に陽に関わっている。評価さ

れるものは，死亡率や身体的虐待の予防のよ

うないくつかの客観的測定だけでなく，これ

らの測定に道徳的意味を与える主観的構成概

念も含んでいる。生き残る子どもの生活の質

に注目することなしに死亡率の減少を測定す

ることは道徳的選択である。母親や子どもに

対する心理的コストや利益について考慮する

ことなしに，福祉コストを削減するWelfare
to Workプログラムの効果を査定すること
は，特に主観的に構築された道徳的な文脈の

中では，客観的測定と位置づけられる。その

結果，対人サービスの効果測定は，（効果を

測定する問題に基づいて）組織によって受け

入れられた道徳システムから常に生じている

（D�Aunno，１９９２を参照）。
サービス技術の方法に反応し影響を与える

クライエントの可能性に対応する対人サービ

ス組織の際立った技術的不確実性のもう一つ

の重要な原因がある。サービス技術の影響に

適応するクライエントの反応やクライエント

の潜在的な可能性は，たとえ非常に決定的に

重要であるとみなされても，組織はそのサー

ビス技術のプロセスや成果を当然のものとみ

なすことができないことを意味する。対応す

るためのクライエントの能力やそれらのまさ

に反応に応えるための職員の必要性は，サー

ビス軌道（service trajectory）という概念
で 捉 え ら れ る（Strauss，Fargerhaugh，
Suczek ＆ Wiener，１９８５，p．８）。これはク
ライエントの問題やニーズそのものの方向性

を示すだけでなく，その方向性を越えて行わ

れる仕事の社会組織全体を示すものである。

それはクライエントに対する職員の反応だけ

でなく，クライエントと共に働くというお互

いの反応，そしてクライエントや重要な他者

（例えば，家族，友人）の反応，また職員の

その後の対応も含んでいる。説明されるべき

サービス軌道と相互に関連を持つ２つの特徴

がある。不測の事態（contingencies）の対
処と「クライエントの従順さ」（client compli-
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ance）の管理である。
不測の事態はクライエントの反応（reaction）
や職員の対応を完全に統制できないために生

じる。これは特に以下のような場合に生じる。

（a）クライエントがいくつもの問題やニー
ズを示している場合，（b）クライエントの
社会的ネットワークに他人が関わっている場

合，（c）いくつかのワーカーがそのクライエ
ントに関わっている場合。その時の職員の第

一の目的は，サービス軌道を統制するために，

また，期待されない結果を最小限にするため

に，その不測の事態を統制することである。

「診断」（Diagnosis）は軌道を統制するため
の重要な装置である。なぜなら，それは職員

に明確な行動の方針を提供するからである。

診断は，よく知られた，また「ノーマルな」

サービス・カテゴリーに当てはめる一方で，

その関係ない特性と考えられるものを捨て去

るための，クライエントの特性に関する情報

の収集および評価のプロセスである。Abbot
（１９８８）が指摘するように，「診断はクライ

エントのために正しい専門的カテゴリを求め

るだけでなく，クライエントの無関係な属性

をも取り除く。もしクライエントが個人であ

れば，そのような無関係な属性には，しばし

ば彼／彼女の『問題』に関連する感情や金銭

を含む（pp．４０�４１）。さらに，診断的な類型
化は職員によって採用される知識体系や，治

療計画によって制約されるとアボットは示唆

している。このように，診断はこれらの制約

を受け，診断がクライエントとワーカーのた

めに期待される一連の行動を確立するよう具

体化する性格を持っている。クライエントに

対するワーカーの期待が満たされなかった時

のみ，診断は問題とされ，修正される。同時

に，DSM�IVのような診断カテゴリの適用
は，実践者（例えば，心理学者，精神科医，

ソーシャルワーカー）の特定の専門的志向や

彼ら自身の個人的背景を反映するだけでなく，

クライエントのジェンダーや民族的背景をも

影響する（Pottick，Kirk，Hsieh，＆ Tian，
２００７）。

「外的」（extraneous）要因からクライエ
ントを分離し，クライエントの問題やニーズ

を区別すること（compartmentalization）
は，サービス軌道を統制するもう一つの装置

である。同時に，分離は物理的であるが（例

えば，病院や刑務所），最もありそうなのが

社会的，心理的な分離である。そのような分

離は，社会関係を引き入れるクライエントの

能力や，サービスプロセスに関係すると思わ

れない特性を制限することによって行われて

いる。例えば，福祉受給者は，労働要件に従

うように要求された時，彼女らの困難な，し

ばしば予測できない生活状況は考慮されない

ことをすぐに理解する（Brodkin，１９９７）。
クライエントのニーズの区別は，職員の視

野内で認識されなかったクライエントの心配

や問題を他のワーカーに任せることで，限ら

れたクライエントの特性に注意を向けること

で職員が専門化することを意味している。全

体的なサービス軌道は，全体的にみるよりも，

それぞれより容易に統制できるように，明確

な副次的軌道に断片化されるようになる。

Messinger（１９９６）は，精神科救急のケース
研究のなかで，精神科医，ソーシャルワー

カー，依存症カウンセラー，そして活動療法

士（activity therapist）は，自分自身の明確
な能力（competencies）を適用し，お互い
に必要なコーディネートなしに同じケースに

対して矛盾する見方やアプローチを展開して

いると述べている。そのようにするなかで，

彼らは自分自身の職業分野を再確認するので

ある。

クライエントは統制されなければならない

ので，彼らの反応は技術の効果を無力化しな

いし，実際ワーカーの目的にそった活動に妥

協し，支持している。多くの場合，例えば肝

臓透析のような場合，技術の成功は治療に対

するクライエントのまさに積極的な関わりに
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依存している。クライエントに従順になって

もらう方法はサービス軌道の運営において最

も大きな関心となってきている。統制は，サー

ビス技術に素直に従うとみられるクライエン

トを選別することや，好ましくないと見られ

る人々を「落ち着かせること」（cooling out）
により，入り口の地点から始められる。例え

ば，公立病院の救急室で医療ケアを得るため

にはとても長い待ち時間が生じていることを

知らせることで，病気があるにも関わらず，

患者は必要なサービスを得ることから手をひ

かせて，多くの患者をふるいにかけて選別し

ているのである（Wellstood，Wilson，＆
Eyles，２００５）。
統制はまた，クライエントを様々なサービ

ス軌道に「はめ込み」（tracking），クライエ
ントの選択肢を制限し制約することを通して，

行使される。はめ込みの結果はその論理的根

拠を再確認するという意味で，はめ込みは自

己具体化（self�reifying）になる。Condron
（２００８）は次のように示している。

「初めは読解力が同レベルではない同質の２つの

グループの学生に教員が指導するとき，学生をグルー

プ化しなかったときに生じたことと比較して，能力

の高いグループの中では学習することを加速させ，

能力の低いグループの中では【学習を】減速させる

ことになる。」（p．３８６）

サービス軌道にいったん従事するようにな

ると，ワーカーは行動変化プロセスを統制で

きるよう，クライエントの従順さを獲得する

ために権力資源を利用するようになる。権力

資源には，勧誘や脅し，説得の混合したもの

を含んでいる（Hasenfeld ＆ Weaver，１９９６）。
戦略の選択は技術そのものの性質だけでなく，

組織実践イデオロギー，特に職員がクライエ

ントの行動についての道徳的地位をつくり，

決定をなすという前提に基づいていることを

反映している。クライエントがより高い道徳

的地位が認められたら，ワーカーはより説得

をする傾向にある。対照的に，福祉受給者の

ようなクライエントが道徳的に疑われている

とき，制裁措置のようなものでの脅しが統制

の支配的な方法となっている（Hasenfeld，
Ghose，＆ Larson，２００４）。次いで，これら
の混合度合いは，ワーカーとクライエントの

間で形成される信用の程度，変化のプロセス

へのクライエントの貢献，クライエントがプ

ログラムの処方にとどまろうとするか，逃げ

ようとするのかの程度を決定することになる。

いくつかの研究はワーカーが勧誘や説得をす

るとクライエントの従順さは増加することを

示している。対照的に，制裁措置のようなも

のでワーカーが脅すと，クライエントは逃避

行動（flight behavior）をするようになる傾
向があり，従順さは改善されない（Lee，
Slack，＆ Lewis，２００４）。
もちろん，従順さは完全に確保されること

はない。なぜなら，クライエントは統制の方

法から逃れる積極的及び受動的な方法を見つ

ける媒介能力（agency capacity）を利用す
ることができるからである。それゆえ，サー

ビス軌道は完全には統制できず，こうして，

かなり標準化され，毎日の決まりきった仕事

であったとしても，技術には不確実性の要素

が持ち込まれることになる。

クライエント＝ワーカー関係の重要性

これまでの議論から明らかになってきたよ

うに，クライエントとワーカーの関係は対人

サービス組織のコア部分である。これらの関

係は，ワーカーが彼らの仕事を実行するため

の「重要な乗り物」（the primary vehicle）
である。ワーカー－クライエント関係は，組

織のサービスニーズを評価するためにクライ

エントから情報を引き出し，解釈をする。そ

れらは，一連の介入やクライエントが割り当

てられたサービスを規定，正当化し，クライ

エントに公式に承認されたカテゴリ【ラベル】
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を貼り付ける類型化のプロセスである。例え

ば，Welfare to Workの場合，類型化は，
一連のサービス決定をもたらす就労準備，延

期，不従順，免除のようなカテゴリを含んで

いる。アセスメント，類型化，サービス割り

当ては，好ましい成果を達成するためにクラ

イエントを詳しく検討することによって，軌

道を構築する。ワーカーとクライエントの関

係はまた，クライエントの軌道の方向性や軌

道修正するための，クライエントからのフィー

ドバックを含む情報を利用する程度について，

ワーカーが監視する方法と内容を構築する。

ワーカーとクライエントの間の個人間のや

り取りはワーカーの介入方法一式のなかでも

中心的なものである。これらのやり取りを通

じて，ワーカーは望ましい行動変容をもたら

そうとしているのである。ワーカーはクライ

エントが望ましい行動をとるようにクライエ

ントを刺激し，影響を与えるためにワーカー

の表向きの人格（persona）を利用する。以
下で述べるように，ワーカーはクライエント

から望ましい反応を生み出すために，感情労

働（emotional work）に 従 事 し て い る
（Leidner，１９９９）。その結果，ワーカーはク
ライエントを扱うために，そしてクライエン

トの良い反応を得るために，一連の自己表出

（self�presentation）の台本（script）と様
式（mode）を採用する。
クライエントとワーカーの関係の質は，こ

れらの条件が存在するとき，最も重要になる。

（a）クライエントは組織に継続的にコンタ
クトをとらなければならない，（b）技術は
クライエントの経歴上の時間と場所について

かなりの調査を必要とする，（c）個別的な関
係が介入の主たる方法である，（d）クライ
エントの従順さが不可欠である，（e）介入の
影響力が高い，つまり，クライエントの福祉

や福利を変える可能性がある。

これらの条件のどれかが大きな地位を占め

ていれば，クライエントとワーカーの関係の

効果は，クライエントの協力を引き出す能力

に依存することになる。組織とクライエント

の両方から見ると，協働の最善の形は「信頼」

（trust）に基づいた形である。脅しや報酬
による操作から生じた協働は，安定的でも効

果的でもない。それは組織やクライエントに

継続的な警戒を継続をさせ，それを維持する

ためにかなりの資源を費やすことを要求する。

対照的に，信頼に基づいた協働はより安定的

で，いったん獲得すると本来的に見返りの多

いものである。

信頼は理解しにくい概念である。Baier
（１９８６）によれば，信頼は，善意が制約され

ると弱い立場になる，つまり，他人の善意に

依存しているということを意味している。そ

のような弱さは他人によって傷つけられる可

能性を作り出すが，信頼の本質は，こういう

ことが生じないと確信を持つということであ

る。自分をそのような弱い状態に置こうとす

るのは，他人が統制している資源を私が必要

としているからである。この意味において，

信用は「危ない投資」（risky investment）
である（di Luzio，２００６）。
組織的な文脈のなかでは，最も重要なこと

に彼らはその他の社会的な結びつきを共有し

ていないので，クライエントと組織の代理人

（agents）（例えば，ソーシャルワーカー，
医者）との間に制限され，散発的なコンタク

トに基づいているという意味で，信用は「個

別的ではない」ものになる傾向にある

（Shapiro，１９８７）。このタイプの社会関係の
なかで信頼を発展するために，重要で相互に

関連した問題が説明されなければならない。

それは，（１）裁量と（２）権限（power）で
ある（Handler，１９９０）。まさにサービスの
提供はクライエントとワーカーの関係に依存

しているので，職員の裁量は対人サービス組

織にとって固有（endemic）なものである。
裁量があるということは，クライエントはワー

カーの善意に依存するようになり，こうして
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【裁量の】濫用に弱くなるということを意味

している。クライエントを【裁量の】濫用か

ら守るために，運営上の手続きプロセスが作

られているが，Handler（１９８６）は，特にク
ライエントが必要な資源を求めてワーカーに

頼っている時や継続的にワーカーとやり取り

しなければならない時には，裁量を弱めるた

めに手続きプロセスを強めてもうまく機能し

ないことを確信をもって示している。

これは，個別的ではない信頼は権限を規制

しようとする社会関係の第二の特徴を指摘し

ている。まさに組織の性質によって，対人サー

ビス組織はクライエントに対するかなりの権

限を持っている。なぜなら，個別には組織に

よって必要とされる資源をほとんど統制でき

ないのであるが，組織はクライエントによっ

て必要とされる不可欠な資源を統制している

からである（Hasenfeld，１９８７）。そのような
権限の優位性はワーカーとクライエントの権

限の非対称性に変わり，クライエントの従順

さの最大の基礎となる。そのような非対称性

は情報や専門性，必要な資源へのアクセスに

ついてのワーカーの統制のなかで表現される。

制度的ルールへの従順さに加えて，対人サー

ビス組織はワーカーとクライエントの間の不

平等な権力関係を規制するための「契約」

（contract）にしばしば依存している。
Shapiro（１９８７）は次のように指摘している。

「契約は，原則の選好や優先順位を明確に記し，

機関の責任や義務を明らかにし，機関が従うべき手

続きや採用すべき決定規則（それにより，機関の裁

量を制限する），不測の事態のための計画を明確に述

べ，契約遵守のためのインセンティブを作り，もし

同意が維持されなかったら課される制裁措置を明記

する。」（p．６３２）

しかし，すでに述べたように，人々への働

きかけについてのまさに本質は，契約で全て

の条件を明確に記述することはほとんどでき

ず，また管理運営上の手続きプロセスの安全

装置についての同様の制約からもそれは問題

を生じる。契約はまた，クライエント＝ワー

カー関係には通常存在しない，ある程度の権

力バランスを前提としている。

このように，クライエント＝ワーカー関係

の信用の発展は，基本的な安全装置やワーカー

の権限の優位性が濫用されない兆候として見

られている。しかし，信用に伴う困難さは，

「見えなく」（blind）させられる。つまり，
権限のないクライエントはワーカーを信用す

るように期待される。なぜならワーカーは専

門家であり，承認されてその職位を得，倫理

綱領に署名をしているから，要するに，彼ら

は本当に権限があり，特権的な地位にいるか

らである。社会的に承認された権限のある地

位にある人への信頼を起こさせることは容易

であり，しばしばそのように期待される。Katz
（１９８４）は，彼の用語である「黙って信用す

る」（trust in silence）こと，つまり医者は
話し合いや対話の必要性なしに決定する権利

があると信用する患者の意思を医者はいかに

好んでいるかを指摘している。

それゆえ，信用の「基礎」（basis）は，ク
ライエント＝ワーカー関係の質を評価するの

に重要な考慮事項になっている。Baier（１９８６）
は，道徳的に適切な信用と道徳的に不快な信

用を区別している。前者は，関係者になるお

互いの動機を知っていることがその関係の信

用の質を強める。Handler（１９９１）が指摘し
ているように，そのような信用は「お互いの

尊敬，連帯，本物の傾聴，そして心の開放が

ある」時に生じるものである（p．１０３）。こ
のような信用の発展における問題は，明らか

にそれらの発展を制約する組織的文脈におい

て高度に個別化された関係を要求するという

ことである。対人サービス組織が，個別化さ

れた関係を促進するクライエント＝ワーカー

関係を作ることが出来る程度は多様である。

Handlerは３つの要因を示唆している。（１）
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クライエントによる積極的な参加を擁護する

専門的規範，（２）成果がクライエントの関わ

りに依存しているサービス技術，（３）クライ

エントを客体的ではなく主体的なものとして

扱うことに対してワーカー（および組織）に

報酬を与える財政的インセンティブである。

しかしながら，そのような条件は容易には実

現されない。【クライエントの参加という】

専門的規範はほとんど象徴的で儀式的であり，

成果として定義されることは組織的に構築さ

れており，対人サービス組織は収入をクライ

エントに直接に依存することもほとんどない。

Shapiro（１９８７）が主張するように，「非個
別的な信用の原則は，弱く，無力である」

（p．６３５）。なぜなら，道徳的に適切な信用
を得るためには不可欠で，高度に個別化され

た関係を展開する能力が制限された組織・機

関とクライエントが関わるからである。実際，

クライエント＝ワーカーの相互関係における

個別化された関係を妨害するよい理由付けが

ある。なぜなら，個別化された関係はアクセ

スや治療の質，普遍性，公平な判断，えこひ

いきからの保護のような，その他の重要な価

値を侵害するからである。公式組織の主たる

長所の一つは，排他主義（particularism）を
取り除くことである（Perrow，１９８６）。信用
を促進する個別化された関係を奨励すること

は，常に存在している排他主義が優先される

危険性を高める。

このジレンマに対応するために，対人サー

ビス組織には，クライエントのワーカーの信

頼「と」公平さを保護することを目的とした

複雑な内的および外的な統制システムが組み

込まれている。これらには，社会化，ワーカー

が行うことについての標準的な運営手続きや

規範，記録保持とモニタリング，そしてスー

パービジョンのような内部装置が含まれてい

る。外部装置には，専門職認定，政府規制，

損害賠償保険と監査が含まれている。一般的

に，これらの装置は個人的ではない信用を守

るためにある程度良いことだと見られている。

しかし，Shapiro（１９８７）が指摘しているよ
うに，「信用を失うことに対する機関の負担

や責任を増すことによって，私たちは，不要

な検査や手術，不適当な保護主義のような自

己防衛行動を促進することになる」（p．６５１）。
対人サービス組織において，これらはまた過

剰なペーパーワーク，官僚的硬直性，クライ

エントからのある程度の距離をおくことが含

まれる。

最後の分析として，十分条件ではないが，

道徳的に適切な信用を明らかにするための必

要条件は，クライエントとワーカーの間にあ

る程度の権限（パワー）バランスが存在する

ことである（Hasenfeld，１９８７）。つまり，ワー
カーの福利はクライエントの福利に投資する

ことによって高められ，また逆も然りである。

それは，互いの尊敬と信頼を最も促進しそう

な相互依存のようなものである。このような

条件が対人サービス組織の中に一般的に存在

しないことは，クライエントを守るために信

用に頼ることができないことを証明している。

それはまたなぜ対人サービス組織の質はクラ

イエントが有している相対的な権限によって

階層化されているのかを説明し，そして，そ

れは対人サービス組織の謎を理解するための

鍵である。

ワーカーとクライエントのパワーバランス

を高める組織的形態がある。フェミニスト・

サービス団体（Bordt，１９９８； Hyde，１９９２），
協働学校（cooperative school）（Rothschild�
Whitt，１９７９），ハイブリッド・ボランタリー
団 体（Hasenfeld ＆ Gidron，２００５）は，階
層的関係を最小限にし，組織の価値や使命を

作る際にクライエントの声を取り入れ，サー

ビス提供の際にクライエントが積極的に関わっ

てサービス技術を開発し，職員の監視や評価

の際にクライエントに重要な役割を与えると

いうような構造的な特徴を持っている。これ

らの組織が共通して有していることは，クラ
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イエントをエンパワーするという目標を持っ

た使命，明確な価値を表明したサービス提供

システム，職員やクライエントの表現された

社会的なニーズに応答する集合的アイデンティ

ティ，これらの複数の目標を促進する内的構

造である（Hasenfeld ＆ Gidron，２００５）。以
下で述べるように，今もなお，フェミニスト

団体の例でも，そのような組織的な形態は維

持するのが困難である。

感情労働（Emotional Work）

ワーカーとクライエントの関係の重要な点

は，これらの関係を構築し，導き，統制する

感情労働が決定的に重要な役割を持つことで

ある（本書の Guy，Newman，Mastracci，
＆ Maynard�Moodyの章を参照）。人を対象
とした労働において，ワーカーもクライエン

トもコミュニケーションをするなかでお互い

影響を与える方法として感情を利用している。

Hareli and Rafaeli（２００８）は「人々の感情
は他人の行動や考え，感情を形作ることがで

きる要因である」と指摘している（p．３６）。
実際，ワーカー＝クライエント関係における

感情（例えば，感情労働）の計画的な利用に

よって，ワーカーおよびクライエントの社会

的地位や権限，能力，信頼（credibility），
信用（trustworthiness）についての信号を
送る。フライトアテンダントについての反響

の大きかった研究のなかで，Hochshild（１９８３）
は「感情労働」（emotional labor）という新
しい用語を作った。これは「他人に対する適

切な心理状態を作り出す外面的な落ち着きを

維持するために，感情を誘導したり，押さえ

込んだりする」ことを目的とした組織ルール

を意味している（p．７）。組織はどのように
ワーカーが感情を表現するかを決め，そうす

ることによって感情を組織の目的のために働

かせるのである。表出された感情は実際には

本当の感情ではなく，特定の組織ニーズを満

たすために作られたものかもしれない。

Hochschild（１９８３）は，ワーカーが本物では
ない感情を提示する「表面的な行動」（surface
acting）と，ワーカーが本当の内的な心情
（feelings）や感情（emotion）を伝える「深
い行動」（deep acting）を区別している。感
情労働が本物でない時，経験的な証拠は混合

しているが，それは感情的な消耗や疎外感を

もたらすと提起されている（Leidner，１９９９）。
明らかに，組織環境は感情労働を形作って

いる。もし感情がある場合，どのようなクラ

イエントの感情が受け入れられ，関係付けら

れるのかを考慮し，またワーカーが提示する

ことが期待される感情のレパートリーを決め

るのは組織である。福祉の資格決定の場合の

ように，ワーカーとクライエントの関係が，

少しの回数しか会うことができないように制

限されている組織では，感情労働は注目され

ない。ワーカーは，礼儀正しく，申請者の感

情表出に影響を受けないようにし，コンピュー

ターに指示されたインタビュー手続きを厳密

に遵守するなど，クライエントの扱い方につ

いて指示されている。しかしながら，ケース

マネジメントやカウンセリングの提供におい

て，ワーカーとクライエントの間の関係が長

期間にわたった時，特に，もし組織のリーダー

シップや管理運営がその関係の質は組織の成

功にとって重要であると見るならば，感情労

働は組織の主たる関心事項になる（Leidner，
１９９９）。

組織は，組織が採用するワーカーのタイプ，

訓練や社会化，組織が作成したマニュアルや

感情のルールを含む多様な仕組みを通して，

適切な感情労働を確保するように努力してい

る。感情労働を統制する手段としてのスーパー

ビジョンは，しばしば感情労働の質や，ワー

カーとクライエントの感情のやりとりを適切

に扱うための中心事項である。日々の個人的

または集団的実践と合わせて，これらの装置

は，どのように自分自身の感情を管理するか，

どのように必要な自己覚知や自己統制を発展
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させるか，彼らのクライエントから適切な反

応を導き出すために感情をどう使うのかをワー

カーに教える。

感情労働は重要な組織資源だと見られてい

る。組織は感情労働を動員する。なぜなら，

感情労働はそのサービス提供プロセスの質を

高め，サービス成果を改善し，クライエント

やワーカーの満足度に貢献するからである。

組織は感情労働を資源として利用する時，組

織は感情労働を「感情的知性」（emotional in-
telligence）に変換する（Goleman，１９９８）。
感情的知性とは，「感情を把握し，考えるこ

とを支援するために感情にアクセスし，生み

出し，感情と感情の知識を理解し，そして，

感情的・知的な発展を促すために思慮深く感

情を規制する能力」と定義さている（Mayer
＆ Salovey，１９９７，p．５）。感情労働は一般
的に女性の労働者によって提供されるので

（下記を参照），公立学校のような組織は，

女性職員の昇進が増加することによって利益

を得ているといういくつかの証拠がある。

Meier，Mastracci，and Wilson（２００６）は，
女性教員の割合の増加は，高い教室出席率，

教員の転職の減少，生徒の成果の改善と関わっ

ているということを発見した。

このように，組織の感情労働の管理の仕方

はクライエントの経験や成果に重大な影響を

与える。Lopez（２００６）は，彼のナーシング
ホームの研究のなかで，２つの対立する種類

の組織の感情の管理を明らかにした。一つは，

ワーカーがクライエントとの出会いのなかで

何を，いつ，どのように感情を提示するかを

組織が指示することである。Lopezの用語で
は「感情労働者」（emotional labor）とされ
ている。なぜなら，それは本質的に本物では

ない感情をワーカーに強制するからである。

もう一つは，ワーカーがクライエントと自然

で思いやりのある関係を作る方法で感情を利

用することを可能にするルールや実践を開発

することである。Lopezはこのような感情労

働を「組織化された感情的ケア」（organized
emotional care）と名づけている。感情労
働者を抱えているナーシングホームでは，看

護助手は，「専門家のように」行動するよう

に期待されている。それは，感情をコントロー

ルして，個人的な感情を表現することがない

ようにし，入居者の感情の表現や爆発に対し

て中立的に対応し，個人的な感情を入居者と

共有することを避けることを意味している。

対照的に，「組織化された感情的ケア」を促

しているナーシングホームでは，看護助手や

その他の職員に，入居者の感情的ニーズに積

極的に対応し，孤独感を減らすために時間と

手間をかけて交流し，もしケア関係を高める

ならば個人的な経験を共有して心地よく感じ

られるようにするよう明確な機会を作ってい

る。

ワーカーによる感情の利用はまた，職員が

クライエントに持つ道徳的前提を反映してい

る（Maynard�Moody ＆ Musheno，２００３）。
Karabanow（１９９９）は，青年シェルターの
事例研究のなかで，路上の青年に対して高い

道徳的価値を認め，青年たちを「あるがまま」

（�who they are�）受け入れ，青年を主体
として職員と同等のように扱う組織文化は，

熱心な感情労働によって強化されると指摘し

ている。ワーカーは青年らに自らをささげ，

子どもたちに「心を開き」（open their
hearts），いつでも彼らに対応し，非常に大
きな感情的支援を彼らに提供するように期待

される。同様に，（本書の）Martinは，レイ
プ危機センターの研究で，センターは被害者

に対する信用という基本的な道徳的前提によっ

て動機付けられていることを明らかにした。

それゆえ，ワーカーは，被害者に共感的なカ

ウンセリングを提供し，常に彼女らの説明を

受け入れ，ワーカーがそのような説明を個人

的に疑いを持ったりした時には，そのような

経験について謝罪をするように期待されてい

る。明らかに，そのような熱心な感情労働の
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組織的要求は，自らの感情的ニーズを守るた

めに適切であるとワーカーが感じているレベ

ルを超えてワーカーに大きな負担を課すこと

になる。

クライエントは道徳的に信頼するものだと

見られている時には，ワーカーはクライエン

トの感情表現やニーズに敏感になり，積極的

にクライエントに対応する傾向が大きい。

Maynard�Moody and Musheno（２００３）は，
クライエントは道徳的に価値があると考えて

いる職業リハビリ・カウンセラーによって次

のように説明されたことを示している。

「私は・・・診療所ではじめて（キャロルと）出

会った。彼女は制度を嫌っており，助けを求めたく

ないと，かなり怒っている女性だった。キャロルは

様々なことを話をして，彼女は笑おうとしたとき，

しばしば口にカバーをした。キャロルは何本か歯が

抜けていたことを一つ指摘しておきたい。キャロル

を当惑させないための努力として，私は職業リハビ

リが提供することができるサービスの長い一覧表を

キャロルにあげようと決めた。私が歯の検査につい

て話をした時，彼女の目は輝き，笑った－すぐに彼

女は自分の手で口を覆った。そして，『え，ここが歯

の仕事をしているなんて知らなかった・・・』と言っ

た。私は彼女の歯の検査を設定した。彼女はとても

心配していたが，興奮もしていた。最善の選択肢は

部分入れ歯をすることだと決定された。」（pp．１１１�１１２）

対照的に，【行政の】福祉部の場合のよう

に，組織がクライエントは価値がないと判断

した時，ワーカーはクライエントの感情を無

視するように期待される。Deparle（２００４）
は，すすり泣いている福祉受給者と，インタ

ビューを導くコンピューター画面によって促

されたワーカーの間の次のような会話を詳し

く物語っている。

「すすり泣く女性：私の娘のボーイフレンドと問題

になっているんです。

ワーカー：あなたの就職の目標は何ですか？

女性：・・・そのボーイフレンドは木材で私の頭を

殴ったんです。

ワーカー：外国語は？書いたものは分かる？話した

ことは？

女性：・・・私の兄弟の知恵遅れの・・・

ワーカー：最も近いバス停からの距離は？

女性：・・・食料がありません・・・

ワーカー：ボランティア・ワークか，趣味か？」

（pp．２３７�２３８）

組織は制度化された決まりきった仕事を通

して感情労働を構築するが，ワーカーが持つ

固有の裁量性は，いかに感情労働を行うのか

についての，特に様々なクライエントに対応

するために表現する感情をいかに選択するの

かについての，自律性をワーカーに与えてい

る。ワーカーはクライエントについて自分自

身の個人的な道徳的判断を行い，これらの判

断によりワーカーはクライエントの感情的ニー

ズや感情的表現にどう対応するのかを決める

ことになる。もしワーカーがクライエントを

価値あるものとしてみるなら，ワーカーはク

ライエントの個人的経験に心を動かされ，ニー

ズを満たすためにルールを曲げるかもしれな

い（Mayard�Moody ＆ Musheno，２０００）。
もしクライエントが積極的な感情的な反応を

するきっかけを与えられたら，ワーカーもま

た同等のものを返す傾向がよりあるだろう。

このように，感情労働の本質はクライエント

についてワーカーが持つ基本的な道徳的前提

と密接に絡み合っているのである。

ジェンダー化された仕事としての対人サービス

歴史的に，人々のケアは女性に任せられて

きた。人のケアの官僚化は福祉サービス・ワー

カーとして女性の支配をもたらした。愛によっ

て動機付けられた家族へのケア役割を延長し
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たものであるからと，女性を理想的なケア提

供者としてみる基本的な文化的図式（schema）
がある。その図式はケアの官僚化を支配して

い る（England，２００５）。Dressel（１９８７）は
「女性は子どもを育てる者であり，男性は家

族賃金システムの中で賃金稼得者であるとす

る」特定のイデオロギーが，社会福祉の労働

における女性の支配を合理付けていると主張

している（p．２９５）。女性は福祉サービス機
関における「直接の」サービス職において支

配的である一方で，男性は管理運営および官

庁の職位を占める傾向にある。同じパターン

は医療サービスにおいても見られる。医療サー

ビスの自律性が制約またはほとんどない多く

の職業（例えば，看護師，理学療法士，医療

技術者，看護助手）は，女性によって占めら

れている。このような図式は公教育の領域で

も複製されている。実際，教育や医療サービ

ス，社会的支援のような様々な対人サービス

領域のなかでは，圧倒的多数のワーカーは女

性 で あ る（Bureau of Labor Statistics，
２００７）。

England，Budig，and Folbre（２００２）に
よって指摘されているように，ケアワーク職

は他の職種と比べて，たとえ性差を統制した

後であっても，賃金の約５～６％の不利となっ

ている。最も大きな賃金不利は児童ケアの仕

事である（England et al．，２００２，p．４６７）。
研究者らは，クライエントの経済的弱さやケ

アワークの文化的価値の低さを含む賃金不利

のいくつかの根拠を指摘している。また，ケ

アワークは労働集約的であるため，生産性改

善の取り組みをうまく行えない。このように，

ケアワークにおける女性の多さは彼女らの賃

金ギャップをもたらしている。女性は，高い

管理職に到達するのに縦の分離差別があるだ

けでなく，低い賃金のケアワーク職により集

中させられる傾向にあるという横の分離差別

も経験している（Guy ＆ Newman，２００４）。
たとえ同じケアワーク職のなかでさえ，女性

は比較的男性よりも少ない稼ぎとなっている

傾向にある。例えば，ソーシャルワークおよ

びカウンセリングにおいては，賃金ギャップ

は６％，看護師では１０％，医者・外科医では

２８％であった（Bureau of Labor Statistics，
２００７）。さらに，看護助手，児童ケア，ホー

ムケア，養護ケアのような低い技能とされる

ケアワークは，さらに賃金が抑制された移民

を含む有色人種の女性によって提供される傾

向にある（Hondagneu�Sotelo，２０００）。
ケアワークの価値の低さは多くの対人サー

ビスのクライエントは貧困者であるという事

実によってさらに悪化している。ホームレス

や精神病，シングルマザーとその子どものよ

うな貧困者にサービスをする対人サービス組

織は典型的に財源不足である。その理由は，

まさにそのクライエントが「価値のない」と

見られているからである。こうして，これら

のプログラムのワーカーは，彼女らがしてい

る仕事のためにほとんど賃金が支払われてい

ないだけでなく，彼女らのクライエントが必

要とするサービスを提供するための十分な資

源も欠いている。その結果，資源の欠如がよ

り貧しいサービスをもたらし，それがさらに

これらの組織とそのクライエントの評価を低

めることを再確認させ，そのほとんどが女性

によってなされているケアワークの価値を低

めることに貢献するという悪循環が形成され

ている。

対人サービス組織の最前線のワーカーの多

くが女性であるという事実は，これらの組織

の特性に大きな影響を与えている。Ferguson
（１９８４）は，女性が彼女らの職場環境に持ち

込む価値と官僚制の規範との間に本質的な矛

盾があると指摘する。女性はケアの提供，共

感，人を育てること，共同という価値を持っ

ているが，男性支配の官僚制は「フェミニス

ト」の特性の価値を低める一方で，競争，個

人主義，道具主義（instrumentalism）を促
進する。その結果，女性は自分を守るために，
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官僚制のなかでは従属的で依存的な役割を当

然と思うになっている。この見方によれば，

対人サービス組織の官僚的構造は，彼女らの

ケア提供価値と感情労働を最大限利用するた

めに女性の能力を利用するだけでなく，彼女

らに適切に報酬を与えない。同様に，Acker
（１９９０）は，組織は本質的にジェンダー化さ

れていると主張する。組織は次の点で男性支

配を再生する。（a）性差のラインにそった分
業，（b）これらの分業を説明し，強化する
シンボルやイメージの構築，（c）男性と女性
の間の関係の支配的なパターンを含むこと，

（d）個人的アイデンティティのジェンダー
化された要素の生産，（e）社会構造のなかの
実践におけるジェンダーの表明，である。言

い換えれば，ジェンダー化された組織は，フェ

ミニスト価値を抑圧する一方で，男性支配に

重要性を与える構造的調整や権力関係を通し

て，女性を従属させている。これらの【フェ

ミニスト】価値は，階層性よりも平等主義，

競争よりも協働，厳しい個人主義よりも愛情

のこもった世話，争いよりも平和である

（Taylor，１９８３，p．４４５）。
そのような見方は，「相互関係の重要性，

メンバーのエンパワメントと個人的発達，自

尊心の確立，高い知識・技術，政治的意識の

促進，個人的自律性，ジェンダーの政治に焦

点を当てる」（Martin，１９９０，p．１９２）フェ
ミニストの価値を組織にしみ込ませる方法で，

対人サービス組織の再構築を求めることにな

る。これらの価値を組織形態に統合すること

は次のことを必要とする。（a）参加型の意思
決定，（b）リーダーシップのローテーショ
ン（持ち回り制）のシステム，（c）柔軟で双
方向の仕事の設計，（d）収入の平等な配分，
そして（e）個人間及び政治的な説明責任で
あ る（Koen，１９８４， cited in Calas ＆
Smircich，１９９６）。
実際，多くのそのような組織形態が，フェ

ミニスト保健センター（Hyde，１９９２）から

レイプ危機センター（Martin，２００５）や学
校（Rothschild ＆ Whitt，１９９６）にいたる
まで対人サービスの分野では現れている。先

に述べたように，対人サービス組織は非階層

的で平等主義的に設計されうるということを

これらの組織は証明している。そのような組

織は，社会的統制は強制的ではなく，報酬は

きちんと含まれ，ワーカー間の関係や，ワー

カーとクライエントの関係は育成的で，配慮

があり，お互いの応答責任と説明責任に基づ

いているのである（Iannello，１９９２）。
それにもかかわらず，そのような組織は，

厳しい内外の障害のために対人サービスのな

かでも例外的な存在のままである。実際，エ

ンパワメントのフェミニストの理想と，生き

残り，成長し，サービスを効率よく提供し，

競争力を保つための組織のニーズとの間には

本質的な矛盾があると多くの研究が指摘して

い る（Aschraft，２００１； Bordt，１９９８）。結
局，そのような組織は，「階層的および平等

主義的な権力方式の統合」であるハイブリッ

ド型に引き寄せられる（Aschraft，２００１，
p．１３０３）。
Zilber（２００２）は，そのレイプ危機センター
の事例研究のなかで，フェミニスト団体から

セラピー団体への転換について記している。

それはボランティアに依存したフェミニスト

団体として設立された。社会変化を推し進め，

クライエント，職員，ボランティア，役員は

平等に運営し，公式の階層性はなく，職員の

ための支払いは平等にするようにし，合意に

よって決定を行った。２０年たって，センター

は専門職の職員や，心理療法士としての経験

のあるボランティアに依存するようになった。

被害者はもはや同等とではなく，むしろ「患

者」（patients）と考えられるようになった。
専門的階層性は承認されるようになり，セン

ターのフェミニスト原理は見えなくなり，特

に社会変革を強調しなくなった。
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結論

対人サービス組織は人々を対象にしている

ために，対人サービス組織は道徳的言説にし

つこく専念しなければならない。つまり，一

定の価値を選択し，強化すること，クライエ

ントの道徳的価値について評価をすること，

道徳的基準に基づいて資源を配分し，行動を

正当化すること，である。これらの言説のほ

とんどは，技術的用語で表現される傾向にあ

り，見えてこない。それにも関わらず，組織

のどのレベルにおいても，道徳的選択は，ど

のようにサービスが提供されるのかについて

重要な役割を果たしている。組織とその環境

との間の相互のかかわりのなかで，「良い」

社会や多様な市民の社会権についての本質的

に道徳的な規定である，制度ルールに訴える

ことを通して，組織は正当性を求めている。

その組織のなかで，サービス技術の選択は，

どのようなカテゴリのクライエントに対して，

どのように資源が配分されるのかについての

仕組みやプロセスを設定するために，基本的

に道徳的なものである。そのカテゴリはそれ

自体クライエントを価値の多様なレベルに分

類することになる。最後に，クライエントと

の相互作用を通してワーカーもその関係の中

に，クライエントと同様に，ワーカー自身の

道徳的前提や価値を植え付ける。

それゆえ，クライエントがどのように扱わ

れるのかは一定の道徳的信条についての組織

的な主張である。これらは，非常に高度に制

度化され，支配的価値規範を表わしているが，

それらはまた，道徳的改革精神やそのような

規範への抵抗を反映しているかもしれない。

別の言葉で言えば，道徳的に多元的な制度環

境では，対人サービス組織は異なる支配的な

道徳的価値と争う舞台となる。

異なった道徳的価値における多くの対立は，

ワーカーとクライエントの関係に反映されて

いる。組織はその実際の道徳的選択を公開す

る場である。ワーカーとクライエントの出会

いの場はそのような選択の具体的な表明をし

ているのである。最も重要なことは，その出

会いの中身は，組織のレトリックの妥当性に

ついての「リトマス試験」である。その試験

は，組織がしていると主張していることから，

実際に組織がしていることを抽出することに

なる。
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